
 

 

 

 

 

 

特定健診・特定保健指導請求のデータエラー事例ついて 

今回は特定健診・保健指導請求データでエラーとなる事例について説明します 

 

1 事例 窓口負担情報について 

  ・受診券と利用券には、窓口負担情報が必ず設定されています。請求の際は正しい窓口負担情報の 

入力をお願いします。設定パターンは次のとおりです。 

 

  （窓口負担情報の設定パターン） 

窓口負担パターン 窓口負担額の算出方法 

①窓口負担なし 窓口負担なし 

②定額負担 定額負担 

③定率負担 単価合計 × 定率 

④保険者負担上限額 単価合計 － 保険者負担上限額 

   ※②と④、③と④といった窓口負担情報を複合して設定することも可能。 

 

（エラー事例・請求単価 10,000 円の場合） 

      受診券（利用券）の窓口負担情報                    請求情報 

    ④保険者負担上限額 10,000 円                    ①窓口負担なし 

 

 

 

  ・本県では①もしくは②の設定をしている保険者が多いようですが、一部④の設定をしている保険者も存

在するため、請求の際は窓口負担情報について確認した上で請求ください。 

・また窓口負担情報は個人毎に設定が可能であるため、同一保険者でも個人によって設定が異なる可能性

もありますのでご注意ください。 

 

2 留意事項 

 ・請求データのエラーとなった場合には、「返戻」となり 

費用の支払いができませんので、ご注意ください。 
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適正な請求にご協力

お願いします。 

 

不一致 

両者とも実質的な受診者の負担額は 0 円だが、 

窓口負担情報が違うためエラー 
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